
物品等の名称
及び数量

契 約 締 結 日

契約金額
（消費税及び地
方消費税含む）
予定価格
（消費税及び地
方消費税含む）

備　　　　　考

随意契約結果書

契約の相手方の
氏名及び住所

随意契約による
こととした理由

契約担当官等の
氏名並びにその
所属する部局の
名称及び所在地

国道２４号栗栖地区電線共同溝工事に伴う譲渡設備額に係る譲渡費　その１

分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局
和歌山河川国道事務所長
生田　浩一
和歌山県和歌山市西汀丁１６

令和　３年　３月　１日

西日本電信電話株式会社
和歌山県和歌山市一番丁５番

¥１，１８７，２７８－

¥１，１８７，２７８－

　本契約は「安全で快適な通行空間の確保」「都市景観の向上」等を目的に和歌山県和歌
山市出島２９９－１地先から和歌山県和歌山市鳴神６０７－６地先の電線共同溝の一部と
して基盤設備の譲渡を受けるものである。「無電柱化における既存ストックの有効活用を
図るための固定資産の譲渡及び電線共同溝工事等に関する協定書」（平成２７年３月３０
日付け締結）の第６条の規定に基づく契約のため、所有者である西日本電信電話株式会社
和歌山支店としか契約を行うことができないことにより、随意契約を行うものである。


